　　年　　　月　　　日

岩手県知事　達増拓也　様

相続人の氏名　　　　　　　　　印
旅行業者等死亡届出書
　　　　　　　　　　　　　　

旅行業法第15条第３項の規定により、旅行業者代理業者の死亡の届出をします。

記

１　氏名又は商号若しくは名称及び住所
氏名又は商号若しくは名称　
住所　
２　登録年月日　　

　　　　　年　　　月　　　日

３　死亡の年月日　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日
